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制度改正から考える
これからのふくしのかたち

撮影：上樂博之

３年毎に行われる障害者総合支援法の制度（報酬）改正が、令和６年に行われる予定となっており、現在
審議会や検討チーム等で検討が進められています。一方、令和 3 年に改正された障害者差別解消法も令和
6年 4月から施行となり、事業者による合理的配慮の提供が義務化となります。
福祉の制度・報酬・サービス等がだんだんと変わっていく中で、これからの「ふくしのかたち」を皆様と
一緒に考えてみたいと思います。

［主　　催］社会福祉法人安積愛育園  ( 郡山市障がい者地域生活支援拠点事業 ) 
［お問合せ］TEL：024-945-0369  MAIL：honbu@aiikuen.or.jp （法人本部 正木）

2023年

12/8　金 
12:30 - 16:15
参加費無料・申込不要

【基調講演】どうなる？どうする？ 2024制度改正
　講師：又村あおいさん
昭和48年生まれ。平成7年に平塚市役所へ入庁。8年間障害福祉担当部署に勤務。その後、
県庁、内閣府出向（障害 者施策担当・障害者制度改革担当室 ）を経て、現在は全国手を
つなぐ育成会連合会常務理事兼事務局長／日本 発達障害連盟 JL ニュース編集長・発達障
害白書編集委員／内閣府障害者差別解消法アドバイザー。 
主著：あたらしいほうりつの本 （全国手をつなぐ育成会連合会）
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【座談会】制度改正から考える、これからのふくしのかたち
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